
 第１回 北広島市教育施策審議会 

日 時 平成 2７年９月１日（火） 18：30～20：０0 

場 所 北広島市役所 本庁舎 2 階 会議室 

内  容 

教育施策審議会次第 

１  開会 

２ 委嘱書の交付 

３ 諮問 

４  教育長 挨拶 

５  議事 

 （１）平成 26 年度事務の法定点検評価について 

 （２）教育推進計画（平成 28～30 年度）事業の概要について 

６  その他 

  今後のスケジュールについて 

７  閉会 

■  概 要 

○教職員人事により異動となった安部委員の後任として、教頭会から推薦を受け

た青山委員に教育長から委嘱書を交付。 

○北広島市教育施策審議会設置条例第 2 条第 1 項１の規定に基づき、市教委か

ら教育施策審議会へ北広島市教育基本計画・推進計画（平成 28～30 年度）

の策定について諮問しました。 

○（吉田教育長挨拶） 

遅くの時間にお集まりいただき、大変ありがとうございます。 

教育施策審議会の委員の皆様には、今年度も教育委員会の事務に係る法定の

点検及び評価、そして、先ほど諮問しました教育推進計画の原案策定に携わっ

ていただくことになります。これらの審議の過程におきまして、市民を代表さ

れる皆様方から多様なご意見をいただき議論を深めることは、大変重要なこと

だと考えております。また、当市で進めております協働のまちづくりという視

点からも、皆様からのご意見をいただくことは大変大事なことだと思っており

ます。 

当審議会は年間を通して教育委員会の事務に関する点検、評価、改善そして

計画、実施という大きなマネジメントサイクルの基礎を確定していただく任務

と思っております。そういう意味でも忌憚のない意見を頂戴し、ご審議のほど

をお願いしたいと思っております。 

最後になりますが、今回、点検評価の実施要領を修正しておりまして、この

後事務局より説明させていただきますが、どうぞご理解をいただきながら、ご

審議いただきたいということとあわせまして、教育推進計画につきましては、

教育委員会の予算組み、そして市全体の予算や取り組みとの関連が出てきます



ことから、年度末までの長い審議となりますので、よろしくお願いしたいと思

っております。お願いばかりでございますが、第一回会議の挨拶とさせていた

だきます。 

 

【議事事項】 

（1）平成 26 年度事務の法定点検評価について 

（教育部次長） 

教育委員会では、平成 20 年 4 月に施行されました「地方教育行政の組織

及び運営に関する法律」に基づき点検評価を実施してきました。 

昨年度までは、実施要領に基づき、各年度に実施する点検評価の対象政策を

学校教育分野（政策 2、3）と社会教育分野（政策 1、4～8）に分け、一昨

年、昨年と交互に実施し、平成２４年度は学校教育分野から３５事業、平成２

５年度は社会教育分野から３２事業をピックアップし、政策１～８の点検を一

通り終えところです。 

今回の平成２６年度事務の点検にあたり、再度同じサイクルでの事務事業に

よる点検評価は行わず、事務事業の上位にあたる「施策評価」による点検評価

に取り組むこととしました。ただし、現時点では、施策の目標を客観的に数値

化した具体的な「施策指標」の設定に至っていないことから、今回の平成２６

年度評価については、現行の「事務の点検及び評価実施要領」を改正し、２３

の施策単位で事務事業をまとめた「教育委員会施策の点検・評価書」を作成し、

施策全体の総合的な成果を評価し、今後の方向性を明らかにする形でまとめて

います。 

今回、２３の施策単位で説明を行いますと、相当な時間を要することから、

点検・評価書を持ち帰っていただき、次回の審議会において、意見を伺うこと

とします。 

 

（2）教育推進計画（平成 28～30 年度）事業の概要について 

（教育部次長） 

教育推進計画（平成 28～30 年度）を策定するために教育基本計画の施策ご

とに新規・拡大・見直し等として市推進計画へ要求する 43 事業の概要を説明し、

質疑応答・検討を行いました。 

（教育部 所管課長職） 

● 新規事業 １７事業 

● 拡大事業 １８事業 

● 見直し等事業 ８事業 

（質疑・意見等） 

【新規事業】 

・各防音機能復旧、大規模改修でＨ30 実施設計から始まっていますが、その前

に基本設計は行わないのか。 



⇒暖房機設備の更新事業については、実施設計からとなります。 

・緑葉公園体育施設改修は 54 千円で何をするのか。 

⇒緑陽公園には、野球場、多目的グラウンド、テニスコートがありますが、施設

のどの部分を改修しなければならないかを診断する経費となり、今後の考え方

を整理していくことになります。 

 

【拡大事業】 

 ・学校施設（体育館）開放事業について、有料化しても支出が増えるのであれば、

そのまま無料にしたほうがいいのではないか。 

 ⇒現在、体育館の近くに住んでいる住人に委嘱し、鍵の開錠、施錠をお願いして

おり、有料化以前は、その方が所要により不在の場合は、学校開放が中止とな

っておりました。有料化以降は、中止にはできませんので、管理人が不在の場

合は、市職員が時間外対応しているという状況であります。管理を委託化する

ことにより、開放時間は常駐することになり、職員の時間外対応も解消されま

す。 

 ・コミュニティスクールについて、この事業を進めていくためには、地区の方々

に事業の目的や意義、事業費の使い道など、十分に説明を行い、理解を深めた

なかで実施していただきたい。（意見として） 

・コミュニティスクールの事業内容について 

⇒学校、地域、家庭が一体となって教育活動を進めていこうという事業です。学

校運営協議会を地域の方、保護者、学校で組織し、その中で学校の経営方針や

教育活動など、子ども達のために何が出来るかを共に考え、活動を進めていく

という内容です。子どもや学校だけではなく、地域の活性化も図っていくとい

うことも含まれています。 

・「子ども朝活」事業の内容について 

⇒学校の夏休み、冬休み期間に、学習や運動を含む望ましい生活習慣の定着を図

ることを目的としており、今年度は東部地区で実施し、ラジオ体操にはじまり、

学習プログラムと運動プログラムを実践し、最後に生活チェックを行い、子ど

も達の生活習慣づくりの一助にするという事業です。事業費は、講師や運営ボ

ランティアへの謝金、ボランティア保険、旅費、教材費となります。 

・姉妹都市子ども大使交流事業について、何名くらいの子どもを派遣しているか 

⇒小学校、中学校の児童生徒合わせまして 14 名派遣しています。大人は団長の

校長１名、小学校と中学校の教員各１名、教育委員会から庶務担当で１名で、

今年につきましては新しい取り組みを行いましたので、教員１名増やし、大人

は５名が随行となります。 

・学校図書館活用事業について、司書の配置数はどの位でしょうか。 

⇒市としましては、まずは２校に１名の配置を行い、実施、検証しながら効果を

上げていきたいと考えています。 

 



【見直し事業】 

 ・学校給食公会計化事業について、教職員の事務負担軽減としての効果はどれく

らいか 

 ⇒現在、給食費については、学校事務職員の方に収納を行ってもらっています。 

これは、私会計の給食費を学校の事務職員が取り扱うことは、本来の業務外の

仕事であります。それをお願いして行っているということで大きな事務負担と

なっています。学校給食公会計システムを導入し、収納管理システムにより実

施することによって、市で給食費を一括管理することでの事務負担の軽減であ

り、本来の業務以外の仕事を取り除くという意味での経費であります。 

 

（２）教育推進計画策定に伴う今後のスケジュールについて 

事務局から今後の予定について次のとおり説明しました。 

（教育部次長） 

教育委員会の事務の点検及び評価につきましては、次回、９月下旬の開催を予

定しておりますが、第２回の審議会で２３の施策ごとにご意見を伺い、その次の

審議会で、意見をまとめた点検評価報告書（案）を作成し、教育委員会会議で決

定した後、12 月の議会で報告するとともに教育委員会のホームページで公表い

たします。 

また、教育推進計画につきましては、市の推進計画の策定に向け、本日、説明

しました各事業単位に、９月４日に理事者ヒアリングを受ける予定となっていま

す。   

その後、市では 10 月中旬に総合計画推進委員会及び庁内推進会議で協議し、

10 月 30 日が内示の予定となっています。11 月には査定結果を踏まえながら

新年度予算の編成作業に入る予定です。 

そこで、次期教育推進計画の策定に係る審議会は、11 月下旬頃の、市の推進

計画の内示内容、平成 28 年度予算の要求内容、更には平成 26 年度の点検評価

の内容を考慮しながら、教育推進計画（原案）のたたき台がお示しできる頃に、

開催できればと考えております。 

また、教育基本計画の見直し原案につきましてもお示しし、ご意見を伺いたい

と考えております。 

その後、平成 28 年度予算がある程度見えてくる２月下旬から３月中旬頃に、

審議会を開催して、教育推進計画（原案）を審議し、教育委員会への答申案につ

いて決定いただくようなスケジュールを考えているところであります。 

 

【その他】 

○ 次回会議の日程について 

次回会議を平成２７年９月 2９日（火）18：30 から教育委員会会議室で開

催することとした。 

内容：平成 26 年度事務の法定点検評価について 
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会議の様子 委嘱書交付 

推進計画策定の諮問 

教育長挨拶 


